
 

入 札 公 告 

 

  次のとおり一般競争入札を実施します。 

    令和６年４月１６日 

山口県企業局 東部発電事務所長 

        難波 一夫 

                                          

１ 入札に付する事項 

    次に掲げる業務の委託 

（１）業務の名称及び数量 

   水力発電施設等巡視点検業務（その２） 一式 

（２）業務の内容 

      入札説明書及び仕様書による。 

（３）履行期間 

      令和６年５月１１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所 

      周南市、岩国市、下松市、山口市 地内 

２ 入札参加資格 

    入札に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号のいず

れかに該当する者でないこと。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当して一般競争入札

又は指名競争入札に参加させないこととされている者及びその者を代理人、支配人

その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。 

（３）県が発注する物品等の製造の請負、物品等の買入れ、借入れ及び売払い並びに業

務の委託の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並

びに資格審査申請の時期及び方法等に関する告示（令和４年山口県告示第１７９号）

に基づく資格審査において、電気設備保守について業務の委託の特Ａ又はＡの等級

に格付けされている者であること。 

（４）この公告の日から入札の日までの間のいずれの日においても山口県の業務委託及

び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領に基づく参加停止を受けていない

こと。 

（５）本店、支店又は営業所等を山口県内に有していること。 

（６）次のいずれかの要件を満たしていること。 

  ア 水力発電施設、河川排水機場等の回転機器及び高圧電気設備について３年以上

の巡視点検の実績を有する者であること。 

  イ 水力発電施設、河川排水機場等の回転機器及び高圧電気設備についての細密点

検の実績を有する者であること。 

  ウ 出力１，０００ｋＷ以上の水車発電機の製造者であって、公営電気事業者や電

力会社等への納入実績を有する者であること。 

３ 契約条項を示す場所 

    周南市大字徳山５１１２－１ 山口県企業局東部発電事務所 

４ 入札説明書及び仕様書の交付 

    この公告の日から入札の日の前日までの午前９時から午後５時までの間、山口県企

業局東部発電事務所において、随時交付する。 



 

５ 入札を執行する日時及び場所等 

（１）日時 

      令和６年５月１日（水）午前１０時００分 

（２）場所 

     周南市大字徳山５１１２－１ 山口県企業局東部発電事務所 １階会議室 

（３）特記事項 郵便による入札とします。 

６ 入札保証金 

    免除する。 

７ 無効入札 

    次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１）入札参加資格のない者がした入札 

（２）電信による入札 

（３）記名のない入札 

（４）（１）から（３）までに掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 

８ 落札者の決定方法 

    山口県企業局財務規程（昭和４０年山口県企業管理規程第７号）第１５０条第１項

の規定によりその例によることとされる山口県会計規則（昭和３９年山口県規則第５

４号）第１５４条の規定に基づき定められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とする。 

  ただし、地方自治法施行令第１６７条の１０第１項に規定する場合には、その者を

落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った他の者の

うち、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

９ 予算の都合等による契約の解除 

  本業務に係る契約は、地方自治法第２３４条の３の規定による長期継続契約であり、

県は、予算の都合その他やむを得ない理由が生じたときは、本契約を解除することが

できる。 

  また、受託者は上記理由による契約の解除により損害を受けた場合であっても、そ

の損害の賠償を県に請求することはできないものとする。 

10 その他 

（１）入札書に記載する金額は、１（２）の業務の年額を記入すること。 

（２）落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、見積もった契約

希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（３）積算内訳書の提出 

      入札者は、当初の入札書を提出する際に、当該入札書に記載された金額の算出根

拠を記載した内訳書を提出すること。 

（４）本入札は、「山口県業務委託低入札価格調査制度」を適用する。 

（５）この入札に参加しようとする者は、入札参加資格の要件の確認に必要な次に掲げ

る書類を令和６年４月２４日午後５時までに、山口県企業局東部発電事務所に提出

すること。なお、確認結果を記載した書面を令和６年４月２７日までに発送する。 

  ア ２（６）に掲げる入札参加資格の要件に係る請負契約書の写し 

  イ 上記契約の受注形態、規模、内容等が判断できる資料 

（６）契約保証金 

      免除する。 



 

（７）この公告後に、２（３）に掲げる当該入札に参加するために必要な一般競争入札

の資格審査の申請をする場合は、令和６年４月２３日午後５時までに山口県会計管

理局会計課に申請書を提出すること。 

（８）詳細については、山口県企業局東部発電事務所（電話０８３４－３２－６０７０）に

問い合わせること。 


